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令和７年度 第４回朝倉市地域公共交通活性化協議会 

日時 令和７年１２月２５日（木）１４：００～ 

場所 ピーポート甘木 第２学習室 

（ 次 第 ） 

１．開 会 

 

２．あいさつ 

 

３．議 事 

（１）協議事項 

   ①あいのりタクシー（朝倉エリア）【仮】事業計画（案）について（P３～６） 

 

 

②第２期朝倉市地域公共交通計画の策定について（P７）（別冊） 

 

 

③地域公共交通確保維持改善事業に関する事業評価について（P８～９） 

 

 

 

（２）その他  

 

 

 

４．その他 

 

 

５．閉 会  
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（甘木）
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【代理】
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区会長理事会

（朝倉）
石井　隆壽
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（杷木）
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あいのりタクシー朝倉エリア（仮） 事業計画書（案） 
 

（１）事業の目的 

将来的に持続可能な公共交通へ改善するため、朝倉地域コミュニティバス４コースを統合し、朝倉地域

全域を１つの運行エリアとする「朝倉地域内を予約に応じて運行する区域運行」への見直しを行う。広域

的な生活交通である幹線バスへ結節するとともに、地域内の移動の利便性を向上させ、日常生活において

必要不可欠な施設（公共施設、医療施設、商業施設等）への移動手段を確保・維持する。 

 

（２）現状 

朝倉地域コミュニティバス４コース（朝倉・宮野・福成・大庭）が運行  

 

（３）今後の方向性 

朝倉地域内を予約に応じて運行する区域運行とする。 

 

（４）実証実験について 

令和 8年 10月から令和 9年 9月までを実証実験期間とし、利用者数等を調査する。 

 

（５）朝倉地域コミュニティバス４コース（朝倉・宮野・福成・大庭）の廃線について 

  令和８年９月３０日で朝倉地域コミュニティバス（路線定期）は廃止し、 

  令和８年１０月１日から朝倉地域を１つのエリアとしたフルデマンドでの区域運行を開始する。 

 【運行概要】あいのりタクシー朝倉エリア（仮） 

運行主体 公共交通活性化協議会・朝倉市 

運行方法 道路運送法第 4条による一般乗合旅客自動車運送事業 

運行エリア 朝倉地域 *別添図参照 

運行形態 区域内（朝倉地域内）を予約に応じて運行する区域運行（フルデマンド） 

運行日 
月～金曜日の週 5日 

※運休日は土日祝日・振替休日・年末年始(12月 31日～1月 3日)。 

運行時間 8：00～17：00 

運 賃 
1回の乗車当たり 300円～400円。介助者及び小学生未満は無料。（各種福祉手帳所持者、

小学生は半額。） 

予約方法 

電話での予約とする。 

【電話】 

1週間前～利用したい時間の 1時間前までに運行事業者へ予約。 

①利用者が運行事業者（受注者）に電話連絡する。 

②利用者等が乗車予定の 7 日前から乗車希望時間の 1 時間前までに「日時・乗降場所・氏

名・人数等」を伝える。 

③利用者等は便の変更や取りやめが生じた場合は連絡する。 

 

車両台数 

事業者所有の 5 人乗り車両 2 台で運行する（定員の超過、予約の重複時に、車両に空きが

ある場合は予備車両 1台まで運行）※事業者所有の車両はタクシー事業との併用を認める。 

（１）協議事項 ①あいのりタクシー朝倉エリア【仮】事業計画書（案）について 
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スケジュール 

 

R7年度 R8年度 

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

朝倉地域コミュニティバス 朝倉エリア 

R5.4.1～R8.3.31 R8.4.1～R8.9.30 R8.10.1～R9.9.30 

  

運
行
計
画
決
定
（
交
通
会
議
の
承
認
） 

事
業
者
選
定
（
入
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業
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札
） 
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賃
協
議
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科
会
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朝
倉
エ
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） 
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実
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補
助
金
完
了
実
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報
告
書
、
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求
書
の
提
出 

 

「交通空白」解消緊急対策事業とは 

「交通空白」を抱える地域において、「交通空白」の解消に向けたサービスを実施するための仕組みの構

築に対する支援。 
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【路線図】 

       朝倉地域コミュニティバス 
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運行エリア 【朝倉地域】 
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「第２期朝倉市地域公共交通計画」（案）に対するパブリックコメントについて

≪実施期間≫ 11月25日（火）～12月16日（火）

0人

0件

ページ

番号
行

1 P10 補助系統一覧表 P10へ挿入 修正

2 P24

（22頁）施策②‐３取組内容②

「自動運転など」とありますが、導入に向けての検討を始められていま

すでしょうか。

AIオンデマなどで車両を小型化するといった流れで担い手不足の解消と

されてはいかがでしょうか。

自動運転については、調査・研究に

取り組んでいきたいと考えていま

す。

既存の公共交通との共存を図る考え

です。

現行通り

3 P27～29

測定のための単位について記載があるが、データ元(事業者条項データ、

　収支報告書など)、何年ごとに目標達成状況の確認を行うかについての

記載がない。【具体的なデータ取得方法を記載すること】

「評価時期」、「評価データ」を追

記。
修正

4 P27～29

（25頁）指標２

区域運行を計画されているのであれば、運行便数よりも利用者数の方が

評価指標としては適しているかと

既存の公共交通との共存を図る考え

であり、区域運行は既存の公共交通

へ繋ぐ補完的交通と考えています。

現行通り

5 P29
収支に関する目標値（収支率、収支の差額目標など）の記載がない。

【標準指標は補助事業を活用する場合は、必ず設定すること】

「指標８コミュニティバス（あいの

りタクシー含む）事業の収支率」を

追加。

修正

回答または修正案 対応

意見提出者数
意見なし

意見提出件数

番号

計画【案】

意見・指摘事項

 
 

 

 

 

（１）協議事項 ②第２期朝倉市地域公共交通計画の策定について 
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協議会名： 朝倉市地域公共交通活性化協議会

評価対象事業名： 地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金

①補助対象事業者等 ②事業概要
③前回（又は類似事業）の
事業評価結果の反映状況

⑥事業の今後の改善点
（特記事項を含む）

A
計画どおり事業を適切に実

施した。

B

目標2,000人に対し実績1,782人。
（達成率89.1％）

定期利用者の利用回数が減少してい
る。

安全タクシー（4条）
→あいのりタクシー馬田線

利用者増に向けた、沿線コミュ
ニティへの定期的な利用状況
の報告及び広報活動を行っ
た。

安全タクシー（4条）
→あいのりタクシー福城線

○運行区間
蜷城地区～福田地区～甘木市
街地

A
計画どおり事業を適切に実

施した。

目標1,800人に対し実績1,613人。
（達成率89.6％）

定期利用者の利用回数が減少してい
る。

B

矢野タクシー(4条)
→あいのりタクシー長渕線

○運行区間
大福地区～金川地区～甘木市
街地

A

矢野タクシー(4条)
→あいのりタクシー上秋
月・安川線

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

計画どおり事業を適切に実
施した。

④事業実施の適切性

A

⑤目標・効果達成状況

安全タクシー（4条）
→あいのりタクシー矢野竹
線

○運行区間
矢野竹～十文字～甘木市街地

A

目標1,300人に対し実績1,543人。
（達成率118.7％）

定期利用者の利用回数、新規利用者が
増加している。

利用者増に向けた、沿線コミュ
ニティへの定期的な利用状況
の報告及び広報活動を行っ
た。

路線毎に沿線コミュニティ組織
と運行事業者、市（行政）の三
者が一体となって利用者推移
を注視しながら、目標値達成の
ために、朝倉市地域公共交通
計画の施策でもある以下の取
組（事業改善）を推進する。

・コミュニティバス運行に関する
認知度の向上及び住民意識の

醸成。（出前講座等）

・多様な媒体を活用した広報活
動（HP、市報等）

・運行サービス水準の統一基
準に基づき、運行便数等の見
直し（便数、時間帯、運行日等）

・利用促進及び運行内容の改
善に関する三者協議（地域、運
行事業者、市）の場を必要に応

じ設ける。

C

目標240人に対し実績111人。
（達成率46.3％）

新規利用者の獲得が課題。

朝倉市(78条)
→あいのり高木号
（甘木行き、杷木行き）

〇運行区間
牟田・宮園～甘木市街地
宮園～杷木地域中心部

利用者増に向けた、沿線コミュ
ニティへの定期的な利用状況
の報告及び広報活動を行っ
た。

計画どおり事業を適切に実
施した。

利用者増に向けた、沿線コミュ
ニティへの定期的な利用状況
の報告及び広報活動を行っ
た。

矢野タクシー(4条)
→朝倉地域コミュニティバ
ス

○運行区間
朝倉･宮野・大庭・福成地区～
朝倉地域中心部

計画どおり事業を適切に実
施した。

利用者増に向けた、沿線コミュ
ニティへの定期的な利用状況
の報告及び広報活動を行っ
た。

目標6,100人に対し実績4,699人。
（達成率77％）

年々利用者が減少している。

○運行区間
上秋月地区～安川地区～甘木
市街地

利用者増に向けた、沿線コミュ
ニティへの定期的な利用状況
の報告及び広報活動を行っ
た。

A
計画どおり事業を適切に実

施した。
B

A

目標1,350人に対し実績948人。
（達成率70.2％）

定期利用者の利用回数が減少してい
る。

安全タクシー（4条）
→あいのりタクシー美奈宜
の杜線

○運行区間
矢野竹～美奈宜の杜地区～甘
木市街地

計画どおり事業を適切に実
施した。

A B

利用者増に向けた、沿線コミュ
ニティへの定期的な利用状況
の報告及び広報活動を行っ
た。

目標5,500人に対し実績3,943人。
（達成率71.7％）

定期利用者の利用回数が減少、実利用
者も減少している。

○運行区間
馬田地区～甘木市街地

A
計画どおり事業を適切に実

施した。
A

利用者増に向けた、沿線コミュ
ニティへの定期的な利用状況
の報告及び広報活動を行っ
た。

目標650人に対し実績1,053人。
（達成率162％）

新規利用者が増加している。

B

 

（１）協議事項 ③地域公共交通確保維持改善事業に関する事業評価について 
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地域の交通の目指す姿
（事業実施の目的・必要性）

朝倉市では、平成２０年度に公共交通サービスの平準化及び持続可能な公共交通体系の構築を目的に、「朝倉市地
域公共交通総合連携計画」を策定し、交通空白地区の解消や路線バスの廃止に伴う代替施策などを講じ、市民の生
活交通としての移動手段を確保してきた。
　しかしながら、人口減少や自家用車の普及、公共交通機関の利用者は減少を続け、収支悪化による路線の存続が
厳しい状況にある。
　市民が住み慣れた地域で安心して暮らしていくために必要な移動手段を維持していくためには、「朝倉市地域公共交
通計画」の方針である、「持続可能な公共交通体系の実現」が不可欠であり、その具現化を目指して、地域公共交通確
保維持事業に取り組む。

別添１－２

事業実施と生活交通確保維持改善計画との関連について

協議会名： 朝倉市地域公共交通活性化協議会

評価対象事業名： 地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金

 


